
令和7年7月11日(金)午前9時から令和7年7月17日(木)午後2時まで

最低基準価格

　下記の案件について、工事成績優良業者条件付公募型指名競争入札を行いますのでお
知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇
治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参
加を申し込んで下さい。

工事名

工事成績優良業者条件付公募型指名競争入札のお知らせ

記

槇島関連面整備（清水その3）管渠建設工事

工事場所

宇治市長　松村　淳子

予定工期

（工事番号　渠般7-1）

本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係
書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。
下記「電子入札ＩＤ」から京都府入札情報公開システムへ進むことが
できます。

そ　の　他

工事概要及び
条件

令和7年8月28日　～　令和8年1月30日　156日間

宇治市槇島町千足地内ほか

令和7年8月21日(木)
開札予定

午前 9時 00分

(担当課：契 約 課)

令和 7年 7月11日

工事延長 L=163.20ｍ

　　　　　　　　　　昼間　　　夜間
推進工　HPφ250　　　　　　　L=70.00m
開削工　VUφ200  　L=93.20m
人孔工　　　　　　 N=4箇所
取付管推進工　　　　　　 　　N=1箇所
汚水桝設置工　　　　　     　N=1箇所
立坑工　　　　              　一式
補助地盤改良工　              一式
付帯工　　　　　    一式　  　一式

主工種：土木一式

\77,811,800 \63,887,000(税込) (税抜)予 定 価 格

入札参加者に必要な資格・条件

次の①～②のすべてを満たすこと。
①一般土木工事における別紙の工事成績優良業者であること。
②参加表明書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にある専任の主任技術者資格
又は監理技術者資格を有する技術者及び現場代理人を配置し 得ること。

入札参加表明書の受付

受付期間

提出場所

添付資料

電子入札

実施要領に記載のとおり

予定日

電子入札場　所

有 無部　分　払前　払　金

消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと消費税の扱い



槇島関連面整備（清水その3）管渠建設工事
工事成績優良対象業者一覧

㈱信和建設

業者名（50音順）

㈲ジーエム工業

㈱粂田建設

玉井建設㈱

※宇治市工事成績活用基準に記載のとおり、参加対象業者の選
定については、各対象業者の有効かつ最新の令和7年5月1日時
点の経営事項審査結果通知書の総合評定値にて決定するもの
とする。

㈱山源建設

㈱田中創建

㈱秀和

㈱ユイビルド

※本案件は、対象業者42者中15者を対象としています。残る27
者を対象とした工事については、別途発注を予定しています。

㈱塚﨑土木

㈱橋本建設

㈱山貴

㈱ベーシック

㈲タイホウ

㈱田中健建設工業

㈱藤田産業



工事成績優良業者条件付公募型指名競争入札実施要領 

 

槇島関連面整備（清水その3）管渠建設工事について、工事成績優良業者条件付

公募型指名競争入札を次のとおり実施します。 

本工事は、京都府電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）によ

る電子入札対象案件です。 

なお、この工事は、契約対象工種の一部分を概略発注工として集約し、「主たる

工種の直接工事費（概略発注工を除く直接工事費）」に対する率で一式計上するこ

とにより工事価格の算出を行うことで、当初契約時の入札手続きの簡素化を目指す

「概略発注方式」の試行工事です。 

また、本工事は、「週休２日工事」として、月単位の週休２日に取り組む工事で

す。 

 

令和７年７月１１日 

宇治市長 松村 淳子 

 

１ 入札に付する事項 

(1) 工事名  槇島関連面整備（清水その3）管渠建設工事 

(2) 工事場所 宇治市槇島町千足地内ほか 

(3) 工事概要 工事内容は、次の事項を予定している。 

工事延長 L=163.20ｍ 

          昼間   夜間 

推進工 HPφ250       L=70.00m 

開削工 VUφ200   L=93.20m 

人孔工       N=4箇所 

取付管推進工         N=1箇所 

汚水桝設置工           N=1箇所 

立坑工                   一式 

補助地盤改良工               一式 



付帯工         一式    一式     

(4) 工  種 土木一式工事 

(5) 工事期間 契約日から令和８年１月３０日まで １５６日間 

(6) 本件は資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限を適用す 

る。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していな

いこと。 

(2) 宇治市内に本店を有し、宇治市入札参加資格者名簿に登録されていること。 

(3) ４(2)③に定める一般競争入札参加資格参加表明書（以下「参加表明書」と

いう。）の受付期間の最終日から入札執行の日までの期間に「宇治市競争入札

等参加資格の停止に関する要領」に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法に基づき更生手続開

始決定がなされている場合及び民事再生法に基づき再生手続開始決定がなさ

れている場合を除く。 

(5) 宇治市暴力団排除条例（平成25年宇治市条例第43号）第2条第4号の暴力団員

等又は同条第5号の暴力団密接関係者でないこと。 

(6）宇治市工事成績活用基準における別紙の一般土木工事の工事成績優良業者で

あること。 

(7) 社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)加入業者であること。 

(8) 以下の全ての条件を満たす主任技術者資格又は監理技術者資格を有する技 

術者を工事現場に専任で配置し得ること。 

① 参加表明書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあること。 

② 本工事を施工するに当たり必要な資格を有すること。 

③ 営業所技術者の場合は、建設業法第２６条の５に定める要件を満たして 



いること。 

(9) 以下の全ての条件を満たす現場代理人を工事現場に専任で配置し得ること。 

① 参加表明書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあること。 

② 営業所における専任の技術者以外の者であること。 

 

３ 入札参加資格の確認 

(1) 本工事の入札に参加しようとする者は、参加表明書及び資格確認資料を提 

出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期 

限までに参加表明書及び添付資料を提出しない者並びに入札参加資格を有し

ない者は、本件入札に参加することができない。 

  (2) 資格確認資料として添付する書類 

資格確認資料は、次のものとする。 

① 配置予定技術者調書 

② 配置予定現場代理人調書 

（配置予定技術者が配置予定現場代理人を兼務する場合は、不要） 

 (3) 提出部数 １部 

 

４ 入札参加資格の確認手続 

 （1）参加表明書及び関係書類の配布 

  ① 入手方法 

   ・原則として、京都府入札情報公開システム（以下「入札情報公開システ 

    ム」という。）の入札公告・入札情報からダウンロードすること。 

・やむを得ず窓口配布を希望する場合は、配布期間内（閉庁日及び正午から

    午後１時までを除く。）に宇治市総務・市民協働部契約課へ問合せの上、

    入手すること。 

② 配布期間 

      令和７年７月１１日 午前９時から 

      令和７年７月１７日 午後２時まで 

   ③ その他  



     参加表明書等作成説明会は、実施しない。 

(2) 参加表明書の提出 

 ① 提出方法等 

  ・電子入札システムにより参加表明書を提出する者（以下「電子入札者」と

    いう。）は、電子入札システムの該当案件から参加表明書を提出すること。

    なお、添付書類のファイルサイズが総量で2メガバイトを超える場合は、

    添付書類の全てを持参又は郵送（③に示す受付期間内に必着させ、郵便 

    書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。）すること。 

  ・やむを得ず、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札参加する者（以下

    「紙入札者」という。）は、③に示す受付期間内（閉庁日並びに正午から

    午後１時まで及び午後５時から午後６時までを除く。）に提出書類を持参

    すること。 

 ② 持参又は郵送する場合の提出先 

   〒６１１－８５０１ 

   京都府宇治市宇治琵琶３３番地 宇治市総務・市民協働部契約課  

③ 参加表明書及び添付書類の受付期間 

   令和７年７月１１日 午前９時から 

   令和７年７月１７日 午後２時まで  

（3）入札参加資格の確認（指名）通知 

    参加表明書及び資格確認資料等により入札参加資格の有無を審査し、結果

 を通知する。 

①  審査結果は、令和７年７月２９日に電子入札システムにより通知する。

ただし、紙入札者には電子メール等により連絡するので、連絡以降、通知

書を宇治市総務・市民協働部契約課まで受け取りに来ること。 

② 資格審査結果に対する説明は、宇治市総務・市民協働部契約課において行

う。 

(4) その他 

① 参加表明書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

② 提出された参加表明書等は返却しない。 



③ 提出期限の日以降における参加表明書等の差し替え及び再提出は認めな

い。 

 

５ 設計図書の配布 

（1）入手方法 

  ① 原則として、入札情報公開システムの入札公告・入札情報からダウンロー

    ドすること。 

（2）配布期間 

   令和７年７月１１日 午前９時から 

     令和７年８月２０日 午後２時まで 

 

６ 設計図書類に関する質疑回答 

  （1）提出方法 

   設計図書等に対する質疑がある場合は、書面に要旨をまとめ、次の提出先へ

持参又はＦＡＸにより提出すること（郵送及び電子メールによるものは受け付

けない。）。 

 （2）提出先 

    質疑宛先：宇治市総務・市民協働部契約課 

       FAX番号：０７７４－２０－８７７８ 

 （3）質疑の受付期間 

    令和７年７月１１日 午前９時から 

    令和７年７月３０日 正午まで 

 （4）回答 

    回答については、令和７年８月５日午後1時以降に入札情報公開システムに

掲載する。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

（1）入札期間 

令和７年８月１９日 午前９時から午後６時まで 



    令和７年８月２０日 午前９時から午後２時まで 

（2）開札日時 

令和７年８月２１日 午前９時 

     

８ 入札書の提出方法 

（1）電子入札者は、本公告に示す入札期間内に電子入札システムにより入札書を

提出すること。 

（2）紙入札者は、本公告に示す入札期間内（正午から午後１時まで及び午後５時

から午後６時までを除く。）に宇治市総務・市民協働部契約課へ入札書を提出

（必着）すること。なお、提出方法の詳細について、入札事務関係職員の指示

に従わなければならない。 

 

９ 入札方法等 

 宇治市工事等競争入札心得及び宇治市建設工事等電子入札運用基準による。 

 

10 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 本公告に示した入札に参加する必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った

者のした入札。なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、入札時

点において本公告に示した入札に参加する必要な資格のない者は、入札参加資

格を有しない者に該当する。 

(2) その他の事項は、宇治市工事等競争入札心得及び宇治市建設工事等電子入札

運用基準による。 

 

11 予定価格  

本件の予定価格は、７７，８１１，８００円（消費税及び地方消費税相当額を

含む。）である。 

 

12 最低制限価格 



本件の最低制限価格は、最低基準価格にランダム係数を乗じて得た額とする。 

なお、最低基準価格は、６３，８８７，０００円（消費税及び地方消費税相当

額を含まない。）である。 

 

13 落札者の決定 

宇治市工事等競争入札心得及び宇治市建設工事等電子入札運用基準による。 

 

14 入札保証金 

入札保証金は免除する。 

ただし、落札者が契約をしない場合は、落札金額の１００分の３相当額の違約

金を徴収する。 

 

15 契約 

本契約書は、宇治市工事請負契約約款に基づき作成する。 

 

16 契約保証金 

宇治市工事等競争入札心得による。 

 

17 支払条件 

(1) 前払金 

    前払金は、請負代金の額に１００分の４０を乗じて得た額とする。 

  (2) 部分払 

部分払は、行わない。 

 

18 閲覧 

宇治市財務規則（昭和４４年宇治市規則第１号）、宇治市公共工事の前払金に

関する規則（昭和４９年宇治市規則第３２号）、宇治市工事請負契約約款、宇治

市工事等競争入札心得及び宇治市建設工事等電子入札運用基準は、閲覧すること

ができる。 



19 その他 

(1) 入札参加者は、工事入札にあたっての注意事項など（電子入札実施用）、宇

治市工事等競争入札心得及び宇治市建設工事等電子入札運用基準を熟読し、遵

守すること。 

(2) 参加表明書及び資格確認資料に虚偽の記載をした場合には、宇治市の指名停

止措置を行うことがある。 

(3) 入札辞退者に不利益を課すことはない。 

(4)「概略発注方式」の詳細については、特記仕様書、閲覧設計書及び積算参考資

料を参照することとする。 

また、概略発注工対象工種の数量及び内容変更の有無にかかわらず、積上げ

積算による変更契約を行うものとする。 

   なお、当初入札時において、概略発注工の率の算出、内容及び金額に関する

質問は受け付けない。 

(5)１から１９までに定めるもののほか、宇治市財務規則、宇治市公共工事の前払

金に関する規則、宇治市工事等競争入札心得及び宇治市建設工事等電子入札運

用基準の定めるところによる。 

なお、１から１９までに定めるもののほか、事務上の都合により、必要に応

じて宇治市長が一部を変更し、又は追加する場合がある。 

 

 

問合せ先   宇治市総務・市民協働部契約課 

郵 便 番 号 ６１１－８５０１ 

所 在 地 京都府宇治市宇治琵琶33番地 

電 話 番 号 ０７７４－２０－８７１６ 

F A X 番 号  ０７７４－２０－８７７８ 


